
○多世代同居の判定

※　義務教育終了前の子供の有無や年齢については、基準日時点の状況で該当の有無を確認します。

○要件の確認

基準日時点で同一世帯に義務教育終了前の子供がいる。
または、満40歳未満である。

いいえ

　は　い いいえ

いいえ

浴室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えている。

同一世帯の全員に市税等の滞納がなく、

　　は　い

いいえ

　　は　い

いいえ

地域活動に協力することを誓約する。

補助対象です（申請期限内かつ申請受付期間内に申請してください）

（中古のみ）申請者又はその配偶者の3親等以内の いいえ

５年以上、多世代同居による定住を誓約する。

補
助
対
象
者
に
な
れ
ま
せ
ん

いいえ

いいえ

いいえ

住宅の所有権保存(移転)登記を行い、本人と

その配偶者の持分合計が２分の１以上である。

住宅は、住居部分の床面積が50㎡以上で、玄関、居室、

居住地域の自治会（行政区）に加入し、

　　は　い

　　は　い

いいえ

いいえ

　　は　い

　　は　い

公共工事の移転補償等の補てんを受けていない。

多世代同居住宅取得支援事業補助金 該当チェックシート

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　 中古：上記基準日から１年以内　 　　　　年　　　月　　　日

　申込期限確認欄　 新築：上記基準日から６カ月以内

基準日
・所有権保存登記日又は所有権移転登記日

　　は　い

新築又は中古の住宅を市内で新たに取得し、

現に親と多世代同居を行っている。

多世代同居 補助対象となりません。

新たに新築または中古の住宅を取得し、親と同一の住宅に居住している。
または、取得した住宅の敷地が親の居住する住宅の敷地の100m以内である。

　は　い

　　は　い

別荘その他の一時的な

また、暴力団員等ではない。

親族から取得したものではない。

利用に供するものではない。

　　は　い


